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交 企 第 4 7 0 号

令 和 ７ 年 ３ 月 2 6 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県道路交通規則及び青森県公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に

関する法律施行規則の一部を改正する規則の制定について

この度、青森県道路交通規則及び青森県公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正

化に関する法律施行規則の一部を改正する規則（令和７年３月青森県公安委員会規則第７

号）が別添のとおり制定された。

、 。制定の理由及び内容は下記のとおりであるから 事務処理上誤りのないようにされたい

記

１ 制定の理由

安全運転管理者又は副安全運転管理者（以下「安全運転管理者等」という ）の届出。

をされた際に交付する安全運転管理者証又は副安全運転管理者証（以下「安全運転管理

」 。） 、 。者証等 という を廃止し 業務の合理化・効率化を図るため制定されたものである

２ 制定の内容

⑴ 青森県道路交通規則（平成10年９月青森県公安委員会規則第７号）関係

ア 安全運転管理者証等の交付規定及び様式が削除された （第18条関係）。

、「 」イ 安全運転管理者等講習を修了した者に対し 安全運転管理者等講習受講証明書

（別記様式第17号の２）を交付することとした （第21条第２項関係）。

⑵ 青森県公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則（平

成14年５月青森県公安委員会規則第７号）関係

ア 自動車運転代行業の安全運転管理者証等の交付規定及び様式が削除された （第。

４条関係）

イ 上記⑴の改正に伴い、青森県道路交通規則の自動車運転代行業者に係る読み替え

箇所の規定が一部削除された。

３ 施行期日

令和７年４月１日

担当：交通企画課交通安全対策第二係



青
森
県
道
路
交
通
規
則
及
び
青
森
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明



青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
及
び
青
森
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分

が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
安
全
運
転
管
理
者
証
等
の
交
付
）

第
十
八
条

削
除

第
十
八
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項

の
選
任
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
者
が
施
行
規
則
第
九
条
の
九
第
一
項

又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て

い
る
と
き
は
、
安
全
運
転
管
理
者
証
（
別

記
様
式
第
十
一
号
）
又
は
副
安
全
運
転
管

理
者
証
（
別
記
様
式
第
十
二
号
）
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

（
安
全
運
転
管
理
者
等
講
習
）

（
安
全
運
転
管
理
者
等
講
習
）

第
二
十
一
条

［
略
］

第
二
十
一
条

［
同
上
］

２

公
安
委
員
会
は
、
安
全
運
転
管
理
者
等

２

公
安
委
員
会
は
、
安
全
運
転
管
理
者
等

に
対
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、

に
対
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、

安
全
運
転
管
理
者
等
講
習
受
講
証
明
書
（

第
十
八
条
の
安
全
運
転
管
理
者
証
又
は
副



別
記
様
式
第
十
七
号
の
二
）
を
交
付
す
る

安
全
運
転
管
理
者
証
に
受
講
証
明
印
を
押

も
の
と
す
る
。

印
す
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号

削
除

別
記
様
式
第
十
一
号

別
記
様
式
第
十
二
号

削
除

別
記
様
式
第
十
二
号



別
記
様
式
第
十
七
号
の
二

［
様
式
を
加
え
る
。
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
青
森
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
改
正
）

第
二
条

青
森
県
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
平
成
十
四
年
五
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規

定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正

後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
安
全
運
転
管
理
者
証
等
の
交
付
）



［
条
を
削
る
。
］

第
四
条

公
安
委
員
会
は
、
運
転
代
行
業
法

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
を
受

理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に

係
る
安
全
運
転
管
理
者
等
が
自
動
車
運
転

代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の

読
替
え
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四

年
内
閣
府
令
第
三
十
五
号
）
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
道
路
交
通
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）

第
九
条
の
九
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定

す
る
要
件
を
備
え
て
い
る
と
き
は
、
安
全

運
転
管
理
者
証
（
別
記
様
式
第
一
号
）
又

は
副
安
全
運
転
管
理
者
証
（
別
記
様
式
第

二
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
規
定
の
読
替

（
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
規
定
の
読
替

え
適
用
）

え
適
用
）

第
四
条

運
転
代
行
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規

第
五
条

［
同
上
］

定
す
る
自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
つ
い
て
の

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青

森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

読
み
替
え
る

読

み
替

え
ら

読
み
替
え
る
字

読
み
替
え
る

読
み
替
え
ら

読
み
替
え
る
字



規
定

れ
る
字
句

句

規
定

れ
る
字
句

句

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

第
二
十
条
第

第
十
八
条
の

青
森
県
公
安
委

二
項

安
全
運
転
管

員
会
規
則
第
四

理
者
証
又
は

条
の
安
全
運
転

副
安
全
運
転

管
理
者
証
又
は

管
理
者
証

副
安
全
運
転
管

理
者
証

別
記
様
式
第
一
号

削
除

別
記
様
式
第
一
号



別
記
様
式
第
二
号

削
除

別
記
様
式
第
二
号

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


